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評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：中小企業支援体制の戦略的強化プロジェク

ト 

分野：民間セクター開発-中小企業育成・

裾野産業育成 

援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発・公共政策部 民間セ

クターグループ 第一チーム 

協力金額（評価時点）：2.80(億円) 

協力期間 (R/D): 2013/06/15～

2015/06/14 

先方関係機関：工業・手工芸省 

 日本側協力機関：有限会社エクシディア、株式会社

ワールド・ビジネス・アソシエイツ、三菱 UFJ リ

サーチ&コンサルティング株式会社、ライジングコ

ンサルタンツ株式会社 

 

 

１-１ 協力の背景と概要 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」）において中小企業は、登録企業数約 50万社の

うちの圧倒的多数を占め、カンボジア産業の基盤となっている。そのため、中小企業の育

成は、海外直接投資の誘致と並んでカンボジアの経済発展並びに雇用機会創出のために中

心的な役割が期待されており、「国家戦略開発計画」（2004年）及び「四辺形戦略Ⅲ

（2013-2018）」（2013年）においても重要な戦略課題として認識されている。しかし、カ

ンボジアの中小企業は、直接投資により同国に進出している外資系企業から、裾野産業と

しての製造業の技術力・経営能力の不足や産業人材の不足等が根本的な課題であると指摘

されており、これらの課題は、グローバルサプライチェーン、製造技術・生産管理技術へ

のアクセスの困難性の要因となっている。 

かかる状況から、カンボジア政府は中小企業振興の重要性を認識し、2005年にアジア

開発銀行の支援により「中小企業開発フレームワーク」を策定した。しかし、同フレーム

ワークにおいて重点課題として挙げられた規制・法的枠組みの整備や金融アクセスの向

上、中小企業への支援活動に関する政府の施策の多くが未着手の状況である。 

その状況に対応すべくカンボジア政府の要請を受けた JICAは、鉱工業エネルギー省

（Ministry of Industry, Mines and Energy :MIME）を実施機関（カウンターパート、以

下、「C/P」）とし、2010～11年に「生産性向上に重点を置いたパイロット中小企業支援プ

ロジェクト」（以下、前事業）を実施し、カイゼン（注 1）及び 5S（注 2）を中心とした

中小企業指導やビジネス開発サービス（Business Development Service : BDS）の改善に

向けた戦略オプション文書の策定を行い、パイロット的に中小企業支援活動に取り組ん

だ。本事業は、前事業の成果を更に発展させ、カンボジアにおける中小企業支援体制を政

策・施策の両面から戦略的に強化することを目的として、我が国に要請され、実施に至っ

た。 

 

注１：日本の産業界で進化を遂げた品質管理、生産性向上にかかる多くの手法の総称。 

注２：「整理、整頓、清掃、清潔、しつけ」の頭文字をとって名付けられたカイゼン手法。

を表す。5S は、短期間で成果を可視化でき、カイゼン実施の一手法として広く導入され

ている手法。 

 

１- ２協力内容 

本事業は、カンボジア国の中小企業政策の草案策定を支援するとともに、プノンペン市を

中心にバッタンバン州、プルサット州を含めた３地域において、企業診断能力の強化にかか
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る取り組みを行うことにより、中小企業のニーズに基づく政策策定・実施能力の強化、及び

関連する行政人材育成を行う枠組みの構築を図り、もって対象地域の中小企業の経営の向上

に寄与するものである。 

 

（１） 上位目標 

工業・手工芸省（Ministry of Industry and Handicraft: MIH）（注）の“中小企業支援制

度” を通じて、中小企業の経営が向上する。 

注：事業期間中の省庁再編により MIME の名称が変更となったもの。詳細については３－１

（１）参照。 

 

（２） プロジェクト目標 

中小企業政策の策定及び中小企業のニーズに基づく中小企業支援の実施のため、MIH の“中

小企業支援制度”が強化される。 

 

（３） 成果 

成果１：中小企業・手工芸総局（General Department of Small and Medium Enterprise and 

Handicraft: GD-SMEH）が、中小企業政策の草案を策定するとともに、官民の関

係者との連携により政策策定プロセスを改善する。 

成果２： カンボジア国家生産性センター（National Productivity Center of Cambodia: 

NPCC）の企業診断コンサルティング能力が強化されるとともに、中小企業の経

営評価の指標が作成される。 

成果３： NPCCの企業診断コンサルティングのトレーニングプログラムが組織化される。 

 

（４） 投入（評価時点） 

日本側：総投入額 3億円 

専門家派遣           7名 

ローカルコスト負担  20,447千円 

研修員受入             9名 

相手国側： 

カウンターパート配置    28名  

機材購入         $4,208 

執務室提供 

 

２. 評価調査団の概要 

調査者 調査団の派遣を行わず、事業完了報告書等に基づき、産業開発・公共政策部民間セ

クターグループにより終了時評価を実施した。 

 

作成日  2015年 11月 評価種類：終了時評価 

 

３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（１） 事業開始後の外部条件の変化 

事業開始直後の 2013年 7月に総選挙が実施され、その結果、2013 年 11月には C/P機

関の大臣交代、続いて 2013年 12月には省庁再編がなされ、MIME は MIHと鉱業・エネル

ギー省に分割された。また、省庁再編前の工業総局は GD-SMEHと工業総局（General 

Department of Industry：GDI）に分割された。この省庁再編により、本事業は GD-SMEH

及び GDI傘下の NPCCの 2つの部局を C/Pとして活動を行うこととなった。 

この省庁再編及び組織改編の過渡期において、MIHの行政機能は実質的に停止状態にあ

ったことにより、事業活動は停滞を余儀なくされた。更には、前事業からの多数の C/P
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職員を含む、事業の主要関係者（プロジェクト・ダイレクター、GD-SMEH職員等）がほぼ

総入れ替えとなり、行政官としての経験の浅い職員が新規に配置された。かかる外部条件

の変化により、活動計画の大幅な見直しが必要となる中で、本事業は進められた。 

 

（２） 成果の達成状況 

＜成果１：部分的に達成＞ 

成果１：GD-SMEHが、中小企業政策の草案を策定するとともに、官民の関係者との連

携により政策策定プロセスを改善する。 

指標１：中小企業政策の草案が策定される。 

指標２：10 回の調整会議が関係機関との間で開催される。学識者や官民関係者を招

いた中小企業政策に関する議論のための意見交換会が 10回開催される。 

指標３：中小企業政策策定過程についての活動実績報告のためのセミナーが開催され 

る。 

（達成状況） 

・指標１については未達成、指標２，３については達成。概要次のとおり。 

・指標１：本事業では、成果１に掲げる中小企業政策の策定プロセスとして三段階（①

中小企業政策コンセプト・ノート作成→②政策枠組み策定→③政策草案策定）を予定

していた。しかし、省庁再編により事業活動の停滞を余儀なくされたことに加え、組

織改編後に新たに配置された C/Pは行政官としての経験は浅く、政策策定の経験がほ

ぼない状態であったため、事業期間内に C/P 職員の能力強化を図りながら中小企業政

策の草案の策定まで進めることは難しいと判断し、②の政策枠組みのドラフトの策定

までを支援した。 

・指標２：上記①・②の取り組みに際しては、カンボジア国内の学識者及び関連政府機

関との連携強化を図り、それぞれの文書作成段階におけるカンボジア国内でセミナー

（2回）を含め 10回以上の意見交換会を実施した。また、コンセプト・ノートについ

ては関係機関とのフォローアップ会合を 6回、中小企業政策枠組み発表に先立ち、関

係機関との個別会議を 9回開催し、合計 15回の調整会議を開催した。 

・指標３：2015年 4月に中小企業政策枠組みについてのセミナーを開催し、検討プロセ

スの報告を行った。 

・今後は MIHが事務局となる政府の中小企業小委員会を開催し、中小企業政策枠組みの

採択を行ったうえで、同委員会において中小企業政策の立案、採択を行う流れとなる。 

 

＜成果２：達成＞ 

成果２：カンボジア国家生産性センター（NPCC）の企業診断コンサルティング能力が強

化されるとともに、中小企業の経営評価の指標が作成される。 

指標１：中小企業の経営評価のための指標が作成される。 

指標２：パイロット中小企業において、指標１で作成された経営評価のための指標

の少なくとも 2分野が改善される。 

（達成状況） 

・指標１，２ともに達成。 

・指標１：NPCCはこれまで生産管理、衛生管理といった特定分野に注目した管理手法に

ついてのコンサルティングを実施していたが、事業活動を通じ、企業診断およびコン

サルティングにおいてのポイントとなる「管理」「財務」「製品・サービス」「販売」「組

織・人材」「生産」の６つの分野について 65項目の経営評価指標を作成し、より包括

的な視点から企業経営の課題分析・コンサルティングを行う手法を導入した。 

・指標２：12社のパイロット企業の全てにおいて、2分野以上で経営評価指標の改善が

なされた。 

・NPCC の C/P職員を対象として支援活動開始時と終了時に行ったコンサルティング能力

の自己評価の結果によれば、対象 C/P 職員全員の能力の強化が認められた。コンサル
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ティング能力については民間企業が求めるレベルまでには達成しなかったものの一定

の能力強化がなされた。 

 

＜成果３：部分的に達成＞ 

成果３：カンボジア国家生産性センター（NPCC）の企業診断コンサルティングのトレー

ニングプログラムが組織化される。 

指標１：中小企業支援のための持続可能で質の高い企業診断コンサルティングのた

めのトレーニングプログラムが開発される。 

指標２：中小企業支援コンサルタントの資質基準が設定される。 

指標３：企業診断コンサルティングの重要性に係るセミナーが 1回、また中小企業

及び関係機関に対して、事業の活動による成功事例共有のためのワークシ

ョップが 1回開催される。 

（達成状況） 

・指標１については未達成、指標２，３については達成。 

・指標１：事業計画時点では、NPCCは 5S及びカイゼン指導を含む独自のコンサルティン

グプログラム（通称：アドバンス 5S）を準備しており､本事業では、このプログラムの

実施・改善・標準化の推進を通じて、コンサルティング業務に必要な能力についての

OJT トレーニングを実施することを想定していた。しかし、組織改編に伴い予算措置が

なされなくなったことにより、アドバンス 5Sは実質的に停止状態となり、指標１のト

レーニングプログラムそのものの開発は困難となった。かかる状況下、本事業におい

ては、今後の BDSニーズの拡大を念頭に置いて、BDS サービスの品質管理主体としての

NPCC のあるべき姿（NPCCが実施すべき業務とそれを効果的に実施していくため組織体

制･運営方針）についてオプションの検討・提言を行い、成果３を通じて目指した BDS

提供体制の強化に貢献した。 

・指標２：NPCC及び民間 BDSプロバイダーにおける利用を想定したコンサルタントの資

質基準を策定した。 

・指標３：企業診断コンサルティングを含む BDSの重要性に関する理解促進を目的とし

た「Awareness Raising Seminar」を 2013年 8月に開催。2015年 4月には､パイロット

企業 12社における企業診断コンサルティングの成果発表のためのワークショップを実

施した。 

 

（３） プロジェクト目標の達成状況（未達成） 

プロジェクト目標：中小企業政策の策定及び中小企業のニーズに基づく中小企業支援の

実施のため、MIHの“中小企業支援制度”が強化される。 

指標１：中小企業政策の草案が MIHによって承認される。  

（達成状況） 

・指標１は未達成であるが、プロジェクト目標達成に向けた一定の寄与がある。 

・３－１（１）に記載のとおり、総選挙、省庁再編、C/Pの異動等により当初想定されて

いたスケジュールどおりに事業活動を進めることが困難になった。これに伴い、MIH

大臣と協議のうえ、本事業においては、政策策定の経験がほとんどない C/P職員の能

力強化を重視しつつ、中小企業政策策定の前段階となる（ア）コンセプト・ノート及

び（イ）中小企業政策枠組みの策定と、それらに関する関係省庁・機関との調整まで

に取り組むことに変更した。このため、当初 PDMにおいて指標１に定められた中小企

業政策の草案の MIHによる承認は達成されなかった。 

・中小企業のニーズに基づく中小企業支援の実施にむけては、一定の中小企業支援制度

の強化がなされた。具体的には、本事業により NPCCの企業診断能力の向上がなされ、

NPCC による中小企業支援の質的改善が見込まれること、また、本事業を通じて、中小

企業支援コンサルタントの資質基準の設定及び中小企業の経営評価の指標作成がなさ

れ、今後、民間 BDSプロバイダーの活用への基盤が整備されたことがあげられる。 
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３-２ 評価結果の要約 

（１） 妥当性 

本事業は、以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

１）カンボジア国家政策との整合性、開発ニーズへの対応 

・カンボジアの「国家戦略開発計画」（2004 年）及び「四辺形戦略Ⅲ（2013-2018）」（2013

年）は、「民間セクター開発と雇用創出」を開発の重要な柱の一つとして位置づけてお

り、カンボジアの経済発展及び雇用機会創出のために中心的な役割を果たす中小企業の

振興に取り組む方針を打ち出している。また、「産業開発政策（2015-2025）」（2015年 3

月）においても、五本の柱の一つとして「中小企業の近代化と高度化」が掲げられてお

り、本事業の目的と合致している。 

・また、カンボジアの中小企業は同国に進出している外資企業との取引にあたって技術

力・経営力不足が課題となり、支援が必要とされていた一方で、カンボジア政府は具体

的な中小企業振興策の立案に至っておらず MIHが取り組みを開始するタイミングであ

ったことから、技術協力プロジェクトを実施したことは開発ニーズに沿っており、プロ

ジェクトデザインも適切であった。 

 

２）わが国の国別援助方針との整合性 

・わが国の「対カンボジア王国 国別援助方針」（2014 年 4月）における援助重点分野は、

「経済基盤の強化」「社会開発の促進」「ガバナンスの強化」である。「民間セクター開

発」は、「経済基盤の強化」の枠組みの中で主要課題として位置づけられており、同方

針においては、カンボジアで大半を占める中小零細企業の育成及び経営強化に資する支

援を行うことが明記されている。 

 

（２） 有効性 

本事業の有効性は、以下の理由からやや低いと判断される。 

・本事業を通じて中小企業政策立案・企業診断について MIHのキャパシティ・デベロッ

プメントがなされたとともに、中小企業支援コンサルタントの資質基準、中小企業の経

営評価の指標がなされ、一定の中小企業支援制度の強化がなされた。 

・他方、省庁再編及び組織改編に伴う外部条件の変化により、成果１，３が一部未達成

となった。プロジェクト目標の指標とした中小企業政策草案の承認に至らず、プロジェ

クト目標は達成されなかった。 

 

（３） 効率性 

本事業の効率性は、以下の理由から中程度と判断される。 

・計画時においては、前事業に関わり、既に一定程度の能力を有する行政官が C/P職員

として配置されることを前提に、日本側の投入及び活動計画を設定していた。しかし、

省庁再編及び組織改編に伴い、プロジェクト開始後約 10か月で前事業の C/P の幹部・

スタッフがほぼ総入れ替えとなり、GD-SMEHについては新たな C/Pとして経験の浅い行

政官が配置され、NPCCについてはプロジェクト・ダイレクターが率いる GD-SMEHとは

別の総局の下に再編された。 

・この結果、GD-SMEHについては、各活動の遅延が発生したとともに、新たな C/P職員に

対して、その時点までに実施したキャパシティ・デベロップメントを再度実施する必要

が生じた。NPCCについては新体制下で事業の実施方針が定まらず、また、NPCCの独自

のトレーニングプログラムとして準備されていたアドバンス 5Sの予算措置がなされな

かったことにより、事業期間後半まで成果３に未着手の状態が続き、当初想定した形で

のトレーニングプログラムの開発には至らなかった。 

・他方、本事業により組織改編の前後も専門家を継続配置したことで、中小企業支援制
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度強化に向けた方針の継続及び新体制下における活動の再開に貢献した。投入の質・

量・タイミングについては概ね妥当と考えられる。 

・C/P がほぼ総入れ替えとなりキャパシティ・デベロップメントを再度実施する必要があ

る一方で、一部未達の成果があることから、総合的に判断し、効率性は中程度と判断し

た。 

 

（４） インパクト 

本事業のインパクトを判断するのは時期尚早である。理由は以下のとおり。 

上位目標は部分的に達成され、本事業により達成された中小企業支援コンサルタントの資

質基準の設定、中小企業の経営評価の指標作成、NPCC の企業診断能力の向上等を通じて、

中小企業の経営向上に貢献する一定の見込みはあるが、上位目標達成に向けては下記の阻

害要因があるため。 

 

１）上位目標の達成状況（部分的に達成） 

上位目標：MIHの“中小企業支援制度”を通じて中小企業の経営が向上する。 

指標１：MIHはパイロット事業対象の中小企業 12社に対して企業診断コンサルティ 

ングを実施する。 

指標２：パイロット中小企業 12社の経営が改善する。  

（達成状況） 

・指標１，２ともに達成。 

・記述のとおり、中小企業支援制度については中小企業政策草案の MIHによる承認とい

う形では達成されなかった。他方、中小企業政策の 3本柱の一つとして定めた BDS振

興に関しては、成果２に係る活動の一環として実施されたパイロット事業により 12社

の企業診断コンサルティングを実施し、生産性向上、モチベーション向上、売り上げ

増等の成果が達成され、全社で経営指標 6項目のいずれかが改善し、これにより、指

標１，２は達成された。 

 

２）上位目標達成への阻害要因 

（ア）中小企業政策の作成・承認 

・本事業では、GD-SMEHの政策策定能力の向上を図り、これらの取り組みを通じて、各

C/P 職員の個々人の能力向上は図られたものの、MIH の組織体制は十分に強化されてお

らず、本来果たすべき中小企業振興の中心的な組織としての役割を十分に果たしている

とは言えない。そのため、本事業のプロジェクト目標の指標に掲げる「中小企業政策の

草案策定」を、MIHの自助努力で実現できるかは不明である。中小企業政策は中小企業

支援制度の中核となるところ、同政策の作成・承認の遅れは上位目標達成の阻害要因と

なると考えられる。 

（イ）BDS振興体制 

・本事業においては成果２において NPCC職員の企業診断コンサルティング能力の向上を

支援し、これら職員個人によるコンサルティングを通じた中小企業の経営向上は見込ま

れる。他方、NPCCによるコンサルティングの質を維持するためのトレーニングプログ

ラムの組織化（成果３）には至っておらず、中長期的にコンサルティングの維持が達成

されない恐れがある。 

・また、直接的な NPCCによる支援が規模的に限定的であることに鑑み、中小企業政策枠

組みにおいては、BDS振興を政策の三本柱の一つに位置付けた上で、将来的には民間 BDS

プロバイダー中心の体制の中で NPCCは直接的なサービスプロバイダーではなくファシ

リテーションを担うことを BDS市場拡大の道筋とした。このような市場拡大のプロセス

を実現するためには、成果３で支援した「NPCCのあるべき姿」を踏まえて NPCC が運営
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方針を確立し、民間 BDSの育成・品質確保のための制度整備を行うことが重要であるが、

その実現性については現段階においては判断ができない。 

 

（５）持続性 

本事業の持続性は、以下の理由からやや低いと判断される。 

１)政策面・組織体制面・財政面 

・本事業はカンボジア政府の開発政策や産業開発の主要政策に合致しており、現時点で

は近い将来にその方向性が大きく変わる見込みはない。 

・しかし、MIHの組織体制は脆弱であり、持続性に懸念がある。なお、本事業では中小企

業政策作成プロセスが継続されるよう中小企業振興に関連する省庁・民間団体との連携

強化等に取組んだ。また、成果２で作成された中小企業経営指標、成果３で設定された

中小企業コンサルタントの資質基準については持続すると見込まれる。 

・財政面からは、NPCCの独自プログラムであるアドバンス 5Sに予算措置がなされなかっ

たことに象徴されるように、施策実施における予算確保も課題となっている。 

２)技術面 

・成果１の政策面、成果２・３の施策面ともに、C/P 職員の知識・スキルは事業開始時点

（及び組織改編後に新規に配属された職員の能力）よりも向上したものの、中小企業振

興を牽引していく上で必要となる GD-SMEHにおける政策立案能力や NPCCにおける企業

診断能力が十分に備わったとは言えず、今後 MIHが中心となってカンボジアにおいて有

効な中小企業支援制度を構築していくためには、更なる取り組みが必要と考えられる。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

・同一事業の中で、施策実施（成果２・３）により中小企業が置かれている状況の理解

し、パイロット的事業による事業効果の理解を行いつつ、政策策定（成果１）に取り組

んだことで、プロジェクト目標に掲げた中小企業のニーズに基づく支援制度強化の必要

性・重要性が C/P及び関係省庁に理解された。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

・本事業では、専門家チームが C/P側が置かれている状況を随時確認しつつ、柔軟に対

応することで、C/P職員のオーナーシップの醸成に取り組んだ。また、毎週事業内での

定期会合を行い、事業関係者間の情報共有の徹底、チームワークの強化、信頼関係の構

築に尽力した。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１） 計画内容に関すること 

・本事業では、計画時の C/P職員の能力及びコミットメントから判断して、活動期間を 2

年間と設定したが、コンセプト・ノートの作成から中小企業政策の策定までのプロセス

を NPCC によるパイロット施策の実施からのフィードバックも含めて 2年間で完了する

というスケジュールは、きわめてタイトであり、総選挙を受けた大臣の交代、それに続

く省庁再編や C/Pの異動といった大きな環境変化に対応することが困難であり、計画期

間の時間的制約から成果１等の未達成につながった。 

 

（２） 実施プロセスに関すること 

・上述のとおり、省庁再編及び組織改編に伴う C/P職員の異動及び事業実施体制の変更

は、質・スピードの両面で事業活動に大きな影響を及ぼした。専門家により新体制下の

C/P 職員へのキャパシティ・デベロップメントを追加的に実施し、また、中小企業支援

制度強化についての方針の継続性を側面したが、事業活動の遅れにより成果１等の未達

成につながった。 
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３-５ 結論 

・本事業はカンボジアの開発政策、同国の中小企業支援ニーズ等に合致し、妥当性は高

い。カンボジアにおける政府組織改編の影響もあり中小企業政策の策定に至らなかった

こと、また、組織改編後に追加的なキャパシティ・デベロップメントの必要性が生じた

ことから有効性はやや低く、効率性は中程度。MIHの実施体制が引き続き脆弱であるこ

と等から持続性はやや低い。上位目標は部分的に達成されているが、中小企業政策の作

成・承認や BDS振興体制構築の遅れが上位目標達成に向けた阻害要因となる恐れがあ

り、現段階においてインパクトを評価することはできない。 

・本事業を通じて構築したキャパシティを活用し、カンボジア側により中小企業支援制

度の構築を継続することが適当と判断し、当初の事業期間を持って本事業を終了した。 

 

３-６ 提言 

・GD-SMEH には、今後、カンボジア政府の中小企業委員会を開催し、中小企業政策枠組み

の承認を得た上で、中小企業政策の策定を行うことが求められる。 

・NPCC には成果３で支援した「NPCCのあるべき姿」を踏まえて組織運営方針を確立し、

民間 BDSの育成・品質確保のための制度整備を行うことが求められる。 

 

３-７ 教訓 

１)計画内容に関して 

・カンボジアを含め多くの途上国では、総選挙によって行政機能が停止する、プロジェ

クトディレクターを含め C/P職員が一斉に異動する等、事業の実施環境が大幅に変化す

る可能性があるため、計画時にはそのような事業実施環境の変化に対応すべく一定の余

裕を持った活動計画が必要である。それが結果的に効率性を高めることに繋がると考え

られる。 

２)中小企業振興に関して 

・中小企業振興は、中小企業が置かれている状況を理解した上で、政策を検討し、政策

を踏まえた施策を実施し、その効果を踏まえて政策を改善することが有効と考えられ、

本事業では同時に双方への支援を試みることで、限定的ながらもその効果が確認でき

た。中小企業の現実を踏まえた政策を立案し、また、立案した政策を施策として円滑に

実施する観点からは、事業に政策立案と施策のパイロット的実施の両面を含めることが

有効と考えられる。 

 

  


